
クラブ登録についてよくある質問に対する回答 

 

Ｑ；競技団体登録はどのようにすればよいか。 

Ａ；各競技によって異なります。以下の手順で、県中体連ＨＰより当該競技の「令和６年度山形

県中学校総合体育大会 地域クラブ活動に関する参加資格細則」の「競技団体登録」欄をご確

認ください。 

山形県中体連ＨＰ→令和６年度→県中総体関連→地域クラブ参加資格細則→当該競技 

記載がない場合は、クラブ登録申請の際に写し等確認できるものをご提出ください。 

 

Ｑ；来年度中学１年生になる現在の小学校６年生について、どのようにすればよいか。 

Ａ；現在、すでにクラブに入っている場合は、選手や保護者の方と意向を確認し、クラブ登録段

階でクラブからの大会出場が決まっていれば、クラブの選手名簿にご記載ください。 

中学校に入学後に新たにクラブに加入した選手がいる場合は、一連の大会（当該年度の地区

予選～全国中学校体育大会）前までに、県中体連へ名簿を再提出してください。 

競技団体登録についても、クラブへ加入後に手続きを行ってください。競技団体登録の確認

方法については、上記Ｑ＆Ａをご確認ください。 

 

Ｑ；スポーツ少年団をクラブとして登録したい。  

Ａ；クラブ登録の登録要件にあっていることが必要です。その条件に合っていれば、スポーツ少

年団での規約や組織等をそのまま活用していただいて構いませんし、名称も「スポーツ少年

団」のままで構いません。 

競技団体登録に関しては、上記Ｑ＆Ａをご確認ください。 

 

Ｑ；同じクラブから男女それぞれのチームがある場合は、どのようになるか。 

Ａ；クラブとしての登録は一つで可ですので、規約や組織名簿等は同一で結構です。ただし、男

女で異なるもの〈活動計画等〉がある場合は、それぞれ提出をお願いいたします。 

また、チームは異なりますので、選手名簿や引率・監督予定者等については、別でご提出く

ださい。 

 

Ｑ；指導者資格は指導者全員が必要か。 

Ａ；クラブ登録の際は、クラブ内に１名いれば登録は可能です。ただし、各競技によっては、大

会出場の際に、各競技の指導者資格や審判資格等が必要な場合がありますので、当該競技の

「参加資格細則」をご確認ください。 

 

Ｑ；クラブ登録後に変更が生じた場合や新年度新たになった項目がある場合はどうすればよいか。 

Ａ；クラブ登録条件に関わる部分で変更が生じ、条件を満たさなくなった場合については、登録

が取り消される場合があります。 

競技団体登録や保険加入など、新年度になって新たになったものは、その都度再提出くださ

い。ただし、競技団体登録の確認方法は、各競技によって異なりますので、当該競技の「参

加資格細則」をご確認ください。その他、変更が生じた場合は、山形県中体連事務局までご

連絡ください。 






